
  ○税制上の優遇措置
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【法人としてご寄付（社費・寄付金）をいただいた場合】

区
分
寄
付
の
内
容

適
用
期
間

当期月数 2.5 2.5   1
12 1000 100   2

当期月数 2.5 5   1
12 1000 100   2

ご寄付下さった時期にかかわらず、
優遇措置が適用されます。

) ×＋ 所得の金額  ×　(資本金額等×

　(資本金額等× × ＋ 所得の金額  × ) ×

　　○※１は、お住まいの都道府県の支部へのご寄付に限られます。

ご寄付下さった時期にかかわらず、優遇措置が適用されます。

寄付金の全額が、法人の通常有する寄付金の損金算入限度額とあわせて、別枠で

算出した特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額が損金に算入され

ます。

※ 特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入

　通常の寄付金の損金算入限度額（イ）とあわせて別枠で算出した

　限度額（ロ）が損金に算入されます。

（イ）通常の寄付金の損金算入限度額

法人税の控除（特定公益増進法人に対する寄付金）

日本赤十字社の事業全般に対するご寄付
（「特定公益増進法人に対する寄付金」）

（ロ）特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額

日本赤十字社の事業全般
に対するご寄付
（「特定寄付金」）

相続税の非課税

相続または遺贈により取得され
た財産のうちからお寄せいただ
いた、日本赤十字社事業全般

に対するご寄付

寄付した相続財産の価格は、
相続人が納めるべき相続税の
課税価格に算入されません。

措
置
の
内
容
等

法人税の控除（指定寄付金）

日本赤十字社にお寄せいただいたご寄付で、
財務大臣の指定を受けた事業に対するもの

（「指定寄付金」）（※２）

毎年４月～９月の期間中にご寄付下さった
場合にのみ優遇措置が適用されます。

寄付金の全額が、法人の寄付金損金算入
限度額にかかわらず、損金の額に

算入されます。

【個人としてご寄付（社費・寄付金）をいただいた場合】

　　○個人住民税にかかる寄付金控除（※１）と法人の指定寄付金（※２）は、募金金額等に制限があります。

寄付金の金額（ただし、上限は寄付者の年間所
得総額の40%まで）から、２千円を差し引いた額
が、寄付者の年間所得総額から控除されます。

×

　　○損金算入限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。詳しくはお近くの税務署、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　税務相談室や税理士にご確認ください。

個人住民税の控除

 
日本赤十字社各都道府県支部
にお寄せいただいたご寄付で、
総務大臣の指定を受けた事業

に対するもの（※１）

寄付金の全額（ただし、上限は
寄付者の年間所得総額の30％）
から２千円を差し引いた額の10％
が、寄付者の住民税額から控除

されます。

所得税の控除

【誤表記のお詫び】 
※平成24年1月5日～25日の間、上記内容のほか 
 

「【税額控除】寄付金の金額（ただし、上限は寄付者の年

間所得総額の40%まで）から２千円を差し引いた額の40%

相当額が、その年の所得税額から控除されます。ただし、

税額控除額は、所得税額の25%相当額が限度となりま

す。」 
 

と、誤った記載がされておりました。 

正しくは、上記【所得控除】のみとなります。 

お詫びして、訂正させていただきます。 


